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（参照条文）独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）
（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等）

※1 第三十五条の六 国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定
める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。
二 中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期
目標の期間における業務の実績

６ 主務大臣は、第一項又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する
審議会の意見を聴かなければならない。

（中長期目標の期間の終了時の検討）
※2 第三十五条の七 主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する

評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全
般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

２ 主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、研究開発の事務及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴
かなければならない。

独立行政法人評価制度委員会

⑥必要があれば意見②意見※1､2

国立研究開発法人の業績評価の流れ

国立研究開発法人

主務大臣国立研究開発法人審議会

③評価※1

④業務及び組織全般の
検討、所要の措置※2

①自己評価
（各事業年度業績、
中長期目標期間
見込業績等）

⑤通知

次回の法人の見直し
（中長期目標期間の終了時の検討）

JAXA:平成29年度
NICT：平成32年度
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5月下旬～7月下旬

ＮＩＣＴ部会、ＪＡＸＡ部会を
それぞれ４回程度開催

あわせて法人の個別分野
ごとの業績ヒアリングを
実施

10月～12月

ＪＡＸＡ部会を
複数回開催
（次期中長期目標
への意見）
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